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5 カナダとオーストラリアにみる 
教員評価と教育方法改善のための支援体制 

―現地調査報告― 
 

井上 智義 
（同志社大学）  

 
 
１．はじめに 

 本研究プロジェクトにおける海外調査で，著者は 2005 年３月に，カナダのブリティッシュ・
コロンビア州のビクトリアにある 2つの大学，ビクトリア大学とカモーソン大学を訪問した。ま
た，2006 年 9 月には，オーストラリアのビクトリア州のメルボルン大学を訪問した。この報告
書の原稿は，その際に取材したそれぞれの大学での教員評価や FD（ファカルティ・ディベロプ
メント），それに，教育改善の支援体制などについて報告して，最後にそれらの内容を考察するも

のである。 
 
２．ビクトリア大学における教員評価 

 カナダのビクトリア大学では，2001 年 1 月に大学当局と教員組織の間で，ある包括的な枠組
み協定（Framework Agreement: http://web.uvic.ca/vpac/framework.htm）に盛り込まれた数多
くの規則が発効した。その中のひとつの特徴は，教育活動調書（teaching dossier）なるものの 1
年ごとの作成と提出が，すべての専任教員に義務づけられた点である。教育活動調書とは，以下

の 5項目が含まれる内容で構成され，2ページから 8ページの長さ制限が設けられている。その
5 項目とは，①授業のコマ数と指導する院生の数などの教育負担責任，②教育目標と教育方法の
明確化，③教育方法改善の努力，④学生の学習支援への積極的貢献，⑤教育評価である。最後の

項目の教員評価の中には，授業に関する学生からの評価，同僚教員からの評価，自己評価などが

含まれる。 
 そもそも，専任の大学教員には，教育活動と研究活動，そして，大学運営に関する貢献が期待

されていることが，さまざまな資料により明示されている。また，その比率は 4：4：2であるこ
とも，インタビューを実施した複数の教員によっても確認された。そして，各学部各学科におい

て，それぞれの評価票が，専任教員の身分に応じて作成されており，それらの評価結果が給与に

反映されるメカニズムが構築されている。そこでは，資料 1 から資料 3 に示されているとおり，
専任教員の身分が上であるほど評価がより厳しくなる。また，研究活動と教育活動については，

0点から 4点の 5段階評定が用いられ，最後の大学運営に関する貢献については，0点から 1点
までの 3段階評定が用いられている。これらのことは，得点化した個人ごとの評価が上述のとお
り，教育活動で 4割，研究活動で 4割，大学運営への貢献で 2割から成り立っていることを客観
的に物語っている。これらの評価は，原則として 3名からなる評価委員会で数値が算出され，本
人にフィードバックされるとともに，本人には，異議申し立てができる機会も保障されている。

しかし，この給与に影響を与える評価が同僚教員によってなされている事実は特筆に価する。 
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３．カナダ 2大学の学習教育実践センター 

 調査をおこなったビクトリアの２大学，ビクトリア大学とカモーソン大学には，いずれも学習

教育実践センター（The Learning & Teaching Centre）とよばれる部署がそれぞれ設置されてい
た。 
まず，ビクトリア大学の学習教育センターでは，教員に対するサービスとして，新任（着任）

教員の教育活動に関するオリエンテーションや，教育方法改善に関するカウンセリング，授業の

ビデオ分析，教育方法改善のための助成金交付などに関する業務を行っている。また，教育方法

改善のための各種のワークショップやセミナーの開催，高等教育に関する研究の情報を提供，優

れた教育実践をしている教員の表彰など，教育学習環境の改善のための多彩な活動をおこなって

いる。 
 

 
写真 3.5.1 ビクトリア大学（カナダ）での学習教育実践センターにおいて，優れた教育実践者

が毎年選ばれ表彰されている。右側の写真はビクトリア大学のキャンパス。 

 

 
写真 3.5.2 カモーソン大学の学習教育実践センター（右側）。インターネットを活用した宅配教

育のセンターとしての機能も果たしている。 

 
 つぎに，コミュニティ大学として，より幅広い社会のニーズに応えているカモーソン大学の学

習教育実践センターの活動を紹介する。ビクトリア大学の学習教育実践センターが，どちらかと

いうと教員対象の支援センターの性格を色濃くもっているのに対して，カモーソン大学の学習教
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育実践センターでは，学習支援を求める学生や教職員，地域住民を含めた幅広い層からの要求に

応えようとしている。とりわけ，インターネットを活用した宅配教育（distributed education）
システムを構築し，キャンパスに通うことなく，多くの人たちが高等教育を受ける機会を得るた

めの利便性を提供しようとしている。 
 この宅配教育では，教室でなされる通常の授業ではむずかしい個人ベースでの学習やマルチメ

ディアを用いた教育内容などが可能になる。また，通常の授業の予習や復習として，関連のサイ

トを活用すれば，多面的な学習が促進されることも期待できる。またカモーソン大学には，複数

のキャンパスが存在するため，双方のキャンパスに所属する教職員や学生が，相互に他のキャン

パスの教育資源を活用することを促進させるための機能も備えているといえよう。 
 
４．メルボルン大学の言語・学習技能センター 

 メルボルン大学は，オーストラリアのビクトリア州に位置するメルボルンにあって，150 年以
上の歴史をもつ，オーストラリアでは最も伝統的な大学のひとつである。このメルボルン大学で

は，一級の教育学習環境の維持は大学全体の責任であるとしたうえで，9 つの教育原則を掲げて
いる。それらは，以下のとおりである。①知的興奮のある雰囲気，②教育活動に関係する集約的

な研究文化，③刺激的で包容力のある人間関系，④国際的で文化的に多様なカリキュラムと学習

コミュニティ，⑤個々人の発達のための支援，⑥学術面での明確な目標と基準，⑦試行・フィー

ドバック・評価の学習循環，⑧高度な学習資源と技術，⑨適応性のあるカリキュラム。このうち，

最初の 4項目は大学の知的環境にかかわるものである。 
 このような教育原則にしたがって，理想的な教育を可能にするために，メルボルン大学では，

言語・学習技能センター（The Language and Learning Skills Unit）が設置されている。ここは，
表面的には学生の学業面での支援センターとして位置づけされている。たとえば，資料 4にある
ように，学生が自由に出入りできるセンターの棚に，さまざまなパンフレットやチラシ，カード

などを準備して，効果的な読書の仕方，論文やレポートの書き方，盗作しないための注意事項，

留学生や英語を母語としない学生への特別支援などの対応を実践している。また，キャンパスで

の悩みやさまざまな問題をもつ学生には個別のカウンセリングで対応して，学業面で不都合が出

ないような対策も講じることになっている。ただ，それだけではなく，学生の授業や教員に対す

る評価や不満を吸い上げ，関連の学部へのその情報を提供し，担当の教員と学生の間に不要な摩

擦が生じないような配慮もなされているようである。  
 
５．まとめ 

 本稿では，本研究プロジェクトの一環として実施された海外調査のうち，カナダのビクトリア

大学とカモーソン大学，それに，オーストラリアのメルボルン大学において，それぞれの大学で

の教員評価や FD（ファカルティ・ディベロプメント），それに，教育改善の支援体制などについ
て，今後の日本の高等教育の現場でも参考になる部分について報告しようとした。ビクトリア大

学でおこなわれている教員評価は，教育方法の改善を志向したものととらえることが可能である。 
また，カナダ 2大学の学習教育実践センターでは，教員の個人レベルの対応ではカバーしきれ
ない教育方法の問題を解決するために，各種の活動が展開されている。さらに，メルボルン大学
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の言語・学習技能センターでは，学生の学業面での支援を掲げて，学生が効率よく学ぶ環境維持

に大きな役割を果たしている。そして，ここで学生から得られた情報は，大学教員にさまざまな

形でフィードバックされ，教育方法の改善につながるような組織的な取り組みもなされている。 
 
資料 3.5.1 ビクトリア大学のある学科で使用されていた大学教員教育活動評価票 

 
 
資料 3.5.2 ビクトリア大学のある学科で使用されていた大学教員研究活動評価票 
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資料 3.5.3 ビクトリア大学のある学科で使用されていた大学教員の大学運営貢献に関する評価

票 

 

 
資料 3.5.4 メルボルン大学の言語・学習技能センターで配布されていたチラシとカードの例  

  学生を対象にレポートの書き方やキャンパス生活での適応など学生支援の情報が掲載されている。 
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